




救済制度におけるフローチャート（案）

対象者

石綿肺あり又は石
綿肺の可能性あり

救済
（医療費＋療養手当）

石綿肺の確からしさの
確認

救済に相当する著しい
呼吸機能障害の有無

の確認
○著しい呼吸機能障害を伴うことの証明
・呼吸機能検査結果 等

「著しい呼吸機能障害」あり

大量の石綿へのばく露
の確認

○大量の石綿へのばく露の確認
・過去のばく露（作業）歴
・医学的資料（石綿小体数等）

①肺線維化が生じていることの証明
・胸部画像
・胸部単純エックス線写真
・胸部ＣＴ写真（できればＨＲＣＴ）

②鑑別診断に資する情報
・臨床経過に関する情報
・時期の異なる複数の胸部画像
・その他（喫煙歴、肺線維症を引き起こす
他の要因の有無等）

（参考） 第４回中央環境審議会環境保健部会石綿健康
被害救済小委員会（平成22年2月24日） 資料



救済制度における呼吸機能評価フローチャート（案）

石綿肺あり又は石綿肺の可能性あり

救済に相当する病態（著しい呼吸機能障害）の有無の確認

著しい呼吸機能障害あり

拘束性換気障害に
関する評価

合併した閉塞性換気
障害に関する評価

％肺活量が60％未満 ％肺活量が60％以上80％未満

1秒率が70％未満
かつ

％1秒量が50％未満

PaO2が60Torr以下

低酸素血症に関する
評価

判定に当たって上記以外の呼吸機能検査
（※）結果が提出された場合には、これらを
加えて総合的に判定を行うことができる。
※
・自覚的呼吸困難を評価する指標
・運動負荷時の呼吸困難を評価する指標
・呼吸機能に関するその他の指標

（参考） 第４回中央環境審議会環境保健部会石綿健康
被害救済小委員会（平成22年2月24日） 資料
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